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平 成 年
月 日

（金曜日）

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

ら
同
年
十
月
四
日
ま
で
の
間
、

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

公

（
一
七
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

下
松
市
大
字
切
山
、
大
字

岩
国
市
周
東
町
祖
生
及
び

長
門
市
仙
崎
、
東
深
川
、

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
、
東

大
田
及
び
美
東
町
長
田

周
南
市
大
字
湯
野
及
び
大

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

三

調
査
期
間

下
関
市
彦
島
江
の
浦
町
一

浦
町
四
丁
目
、
彦
島
江
の
浦

杉
田
町
一
丁
目
、
彦
島
角
倉

字
道
市
、
菊
川
町
大
字
樅
の

田
町
大
字
中
村
及
び
豊
北
町

宇
部
市
大
字
棯
小
野
、
大

山
口
市
江
崎
、
仁
保
下
郷

萩
市
大
字
椿
東

防
府
市
大
字
久
兼

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

一

地
籍
調
査
を
行
う
者
の
名

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口

市
及
び
山
陽
小
野
田
市

二

調
査
地
域

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

告

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

来
巻
及
び
大
字
河
内

錦
町
須
川

深
川
湯
本
、
日
置
上
、
日
置
中
及

厚
保
町
川
東
、
東
厚
保
町
山
中
、

字
鹿
野
下

田
、
大
字
西
沖
、
赤
崎
二
丁
目
及

丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
二
丁
目
、

町
五
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
八
丁

町
一
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
四
丁
目

木
、
豊
田
町
大
字
稲
光
、
豊
田
町

大
字
田
耕

字
藤
河
内
及
び
大
字
船
木

、
秋
穂
東
、
小
郡
上
郷
、
小
郡
下

山
口

称市
、
萩
市
、
防
府
市
、
下
松
市
、

一

類
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課

日
ま
で

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

び
日
置
野
田

美
東
町
赤
、
美
東
町
綾
木
、
美
東

び
波
瀬
一
丁
目

彦
島
江
の
浦
町
三
丁
目
、
彦
島
江

目
、
彦
島
江
の
浦
町
九
丁
目
、
彦

、
菊
川
町
大
字
上
保
木
、
菊
川
町

大
字
今
出
、
豊
田
町
大
字
殿
敷
、

郷
及
び
阿
東
生
雲
中

県
知
事

二

井

関

成

岩
国
市
、
長
門
市
、
美
祢
市
、
周

かに の 町 の島大豊 南

告

示

公

告



平成 年 月 日 金曜日

七

山 口

五六

（定期）県 報

大
三

名大
四

第 号

お
い

一二

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

一
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

大
黒
天
物
産
株
式
会
社

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

二
、
一
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

七
七
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

六
三
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

名

称

住

黒
天
物
産
株
式
会
社

岡
山

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

黒
天
物
産
株
式
会
社

岡
山

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
一
日

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
デ
ィ
オ
防

所
在
地

防
府
市
大
字
浜
方
一

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

数 方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
零

と
が
で
き
る
時
間
帯

で の
合
計

に
関
す
る
事
項

所

県
倉
敷
市
堀
南
七
〇
四
の
五

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

県
倉
敷
市
堀
南
七
〇
四
の
五

日

山
口
県
知

在
地

府
南
店

六
の
三

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

時

午
後
一
二
時

代
表
者
の
氏
名

大
賀

昭
司

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

大
賀

昭
司

事

二

井

関

成

者
の
氏
名

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

株
式
会

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ク
ス
リ
岩
崎

所
在
地

下
関
市
梶
栗

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

ら
同
年
十
月
四
日
ま
で
の
間
、

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

三
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
六
時
か
ら
午
後
九

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十

（
一
七
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

社
岩
崎
宏
健
堂

午
後
八
時

五
日

及
び
所
在
地

チ
ェ
ー
ン
下
関
安
岡
店

三
丁
目
六
番
六
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

周
南
市
福
川
三
丁
目
一
八
番
二

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

変

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

す
。

山
口

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

時
ま
で

日立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

午
後
九
時

所

代
表
者
の
氏

二
号

河
戸
憲
一
郎

更

前

変

更

後

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

下
関
市
経
済
観
光
部
商
工
振
興
課

県
知
事

二

井

関

成

る
時
間
帯

よ
る
届
出

二

名 のかに



平成

（
一土

年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

（
一大

二
十

井
市当

政
課

（定期）報

一二

第 号

（
一大

二
十

口
市当

政
課

八
〇
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
徳
山
中
央
店

所
在
地

周
南
市
花
畠
町
一
二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

七
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

二
年
一
月
二
十
二
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月

及
び
周
南
市
産
業
観
光
部
産
業
政

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
山

所
在
地

山
口
市
神
田
町
六
八

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
等
に
つ

七
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

二
年
一
月
二
十
二
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月

及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
商
工
振

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

山
口
県
知

在
地

七
の
一

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
八
）
に
係
る
大
規
模
小
売

四
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で

策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

山
口
県
知

在
地

口
店

三
の
一

い
て
配
慮
を
求
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
七
）
に
係
る
大
規
模
小
売

四
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で

興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
柳

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

供
し
ま
す
。

南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
長
門
地
区
中
山
間
地

地
計
画
の
と
お
り

（
一
八
二
）
県
営
南
河
内
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

（
一
八
一
）
県
営
長
門
地
区
中

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
長
門
地
区
中
山
間
地
域
総

り
行
い
ま
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

一

換
地
処
分
の
年
月
日

下
関
市
清
末
土
地
改
良
区

〃
二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
清
末
土
地
改
良
区

〃
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改

と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

六
日

域
総
合
整
備
事
業
（
桃
の
木
換
地

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
計
画

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
桃
の

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
桃
の

山
口

理

事

前
原

幸
信

下
関

監

事

船
木

真
二

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

前
原

卓
雄

下
関

監

事

桜
井

一
喜

〃

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

山
口

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

三

良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た

書
の
縦
覧

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

木
換
地
区
）
の
換
地
処
分

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

木
換
地
区
の
換
地
処
分
を
次
の
と

県
知
事

二

井

関

成

市
清
末
西
町
三
丁
目
四
番
三
七
号

清
末
千
房
一
丁
目
四
番
三
二
号

所

市
清
末
西
町
三
丁
目
四
番
三
七
号

清
末
五
毛
一
丁
目
二
番
一
四
号

ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成所

条 換営 、お



平

二

成 年 月 日 金曜日

（
一測

国
土

一

山 口

一二三

（定期）県 報

（
一土

県
営

い
て

第 号

一二三

基
本
測
量
（
土
地
条
件
調
査
）

作
業
の
地
域

八
四
）
基
本
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

作
業
の
種
類

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

八
三
）
県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域
総
合

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

山
口
県
知

山
口
県
知

総
合
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の

月
二
十
八
日
ま
で

間
地
域
総
合
整
備
事
業
変
更
計

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

山
口
県
知

合
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

月
二
十
八
日
ま
で

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

写
し

画
書
の
縦
覧

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お

り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

新
規
取
得
講
習

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

平
成
二
十
二
年
七
月

九
日
（
金
曜
日
）
の
午

場
所

山
口
市
湯
田
温

館
）講

習
を
行
う
警
備
業
務

法
第
二
条
第
一
項
第
三

受
講
者
の
定
員

二
十

二

講
習
対
象
者

員
指
導
教
育
責
任
者
及

八
年
国
家
公
安
委
員
会

備
員
指
導
教
育
責
任
者

と
い
う
。
）
の
交
付
を

平
成
二
十
二
年
七
月

午
後
五
時
三
十
分
ま
で

イ

追
加
取
得
講
習
（
講

以
下
同
じ
。
）

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年

一
号
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
、

日
時

ア

新
規
取
得
講
習
（
法

下
関
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

八
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九
時
か

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま

泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン

の
区
分

号
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
第

人 び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る

規
則
第
二
号
。
以
下
「
講
習
規
則

講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
警
備

受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
行
う

五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日

及
び
同
月
九
日
（
金
曜
日
）
の
午

習
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」

者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分
並

第
二
十
二
条
第
二
項
の
警
備
員
指

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

委

員

会

二
十
八
号

ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同

でテ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化

三
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の

員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
木
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま

る
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
い
う

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項

。山
口
県
公
安
委
員
会

び
に
受
講
者
の
定
員

導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警

日
ま
で

四

月会 十警」らで。 第備

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

五六

山 口 県

三
は

四

（定期）報 第 号

従
事
証
明
書
、
二
の

の
エ
に
該

条
の
合
格
証
の
写
し
、
二
の

の

則
第
八
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出

提
出
書
類

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

二
の

の
ア
に
該
当
す
る
者
に

業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明

二
の

の
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ

ウ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二

第
三
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
（
月

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ

、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以

エ

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

オ

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項

限
る
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員

第
三
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て

追
加
取
得
講
習

ア

最
近
五
年
間
に
第
三
号
警
備

イ

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い

ウ

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を

当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
級
の

オ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は

第
三
号
警
備
業
務
従
事
証
明
書

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る

受
講
申
込
書
（
講
習
規
則
別
記

あ
っ
て
は
履
歴
書
及
び
警
備
業

書
（
以
下
「
第
三
号
警
備
業
務

っ
て
は
一
級
の
検
定
に
係
る
合

級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書

業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員
指

、
か
つ
、

の
ア
か
ら
オ
ま
で

曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金

て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者

。 上
第
三
号
警
備
業
務
に
従
事
し

定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等

則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規

（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
第

で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格

い
る
も
の

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算

る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検

二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明

る
者

る
二
級
の
検
定
（
第
三
号
警
備

受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て

検
定
に
係
る
旧
検
定
規
則
第
八

二
級
の
検
定
に
係
る
旧
検
定
規

も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

者
等
が
発
行
す
る
第
三
号
警
備

従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
、

格
証
明
書
の
写
し
、
二
の

の

の
写
し
及
び
第
三
号
警
備
業
務

導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

曜
日
）
ま
で

の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

て
い
る
も
の

の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

三
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

定
（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る

書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

新
規
取
得
講
習

最
近
五
年
間
に
第
四
号

平
成
二
十
二
年
七
月

九
日
（
金
曜
日
）
の
午

場
所

山
口
市
湯
田
温

館
）講

習
を
行
う
警
備
業
務

法
第
二
条
第
一
項
第
四

受
講
者
の
定
員

二
十

二

講
習
対
象
者

手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
、

日
時

ア

新
規
取
得
講
習

平
成
二
十
二
年
七
月

午
後
五
時
三
十
分
ま
で

イ

追
加
取
得
講
習

白
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収

八

講
習
の
実
施
の
委
託

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町

る
。

九

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安

す
る
こ
と
。
郵
便
で
問
い
合

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上

警
備
員
指
導
教
育
責
任

除
く
。
）

七

受
講
手
数
料

新
規
取
得
講
習
を
受
講
し

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通

八
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九
時
か

前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
五

泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン

の
区
分

号
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
第

人 返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ

講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分
並

五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日

及
び
同
月
九
日
（
金
曜
日
）
の
午

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

五
番
一
三
号

社
団
法
人
山
口
県

合
せ
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は

全
企
画
課
（
電
話
〇
八
三

九
三

わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を

ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

半
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す

者
資
格
者
証
等
の
写
し
（
新
規
取

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
三
万

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県

五

算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同

分
ま
で

テ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化

四
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

と
。

び
に
受
講
者
の
定
員

（
木
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か

前
九
時
か
ら
午
後
零
時
四
十
分
ま

と
。警

備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県

三

〇
一
一
〇
内
線
三
〇
一
八
）

使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
円
分
の

と
し
、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影

る
。
）

得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者

八
千
円
、
追
加
取
得
講
習
を
受
講

収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
下
部

月会 らで す警に切 しをし余



平成 年 月 日 金曜日

る
九

察す手

山 口

七
よに

八

（定期）県 報

四五六

第 号

三
は

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町
五
番

。そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画

る
こ
と
。
郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る

を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
半
身
像

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格

除
く
。
）

受
講
手
数
料

新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と

う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
万
円

は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は

講
習
の
実
施
の
委
託

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出

提
出
書
類

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

履
歴
書
及
び
警
備
業
者
等
が
発

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

追
加
取
得
講
習

第
四
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
（
月

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ

、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る一

三
号

社
団
法
人
山
口
県
警
備

、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は
山
口

課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用

封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。

及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。

者
証
等
の
写
し
（
新
規
取
得
講

す
る
者
に
あ
っ
て
は
三
万
四
千

に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る

受
講
申
込
書
（
講
習
規
則
別
記

行
す
る
第
四
号
警
備
業
務
の
従

、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し

業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員
指

、
か
つ
、
最
近
五
年
間
に
第
四

曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金

て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者

。

業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す

市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警

〇
一
一
〇
内
線
三
〇
一
八
）
に

す
る
か
、
又
は
八
十
円
分
の
切

）習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
を

円
、
追
加
取
得
講
習
を
受
講
し

を
受
講
申
込
書
の
下
部
余
白
欄

も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の

号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

曜
日
）
ま
で

の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

１

山
口
県
内
に
住
所
を

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す

六

提
出
書
類

検
定
申
請
書

添
付
書
類

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

交
通
誘
導
警
備
業
務
二

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付

も
の公

安
委
員
会
が

に
掲

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
七
月
十
二

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

交
通
誘
導
警
備
業
務

一

二

検
定
の
日
時
及
び
場
所

日

平
成
二
二
、

九
、

四

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の

種

別

級有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県

、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達

る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の

業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管

る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の

を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び

及
び
時
間

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日

で 級

三
十
名時

午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

山
口
山
口

る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に

「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。

二
十
九
号

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条

る
。

種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

受
検
定
員

内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る

者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ

轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備

を
管
轄
す
る
警
察
署

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ

能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

場

所

市
仁
保
下
郷
一
四
五
九
番
地

県
警
察
学
校

属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外

）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員

山
口
県
公
安
委
員
会

六

もの員 、る十 に該 等



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

七
収

八九

第 号

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、

三

九
三
三

〇
一
一
〇
内
線
三

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署

そ
の
他

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参

２

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

る
書
面

３

三
の

に
該
当
す
る
者
に
あ

書
の
写
し
及
び
警
備
業
者
等
が

４

三
の

に
該
当
す
る
者
に
あ

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は

山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内

山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部

〇
一
八
）
に
す
る
こ
と
。

）
二
枚

収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下

と
。

に
お
い
て
交
付
す
る
。

す
る
こ
と
。

は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営

っ
て
は
、
交
通
誘
導
警
備
業
務

発
行
す
る
当
該
警
備
業
務
の
従

っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

部
余
白
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の

業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

認
定
書
の
写
し

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

七



平
成
二

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日
印
刷

十
二
年
六
月
四
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


